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論文審査の結果の要旨 

 学位申請者・村上玲氏の提出した博士学位申請論文「イギリスにおける憎悪扇動表現規制の展開と表現の自由」に

ついての審査の結果は以下のとおりである。 

 本論文は、インターネットの普及等に伴い世界的に様々な文化的・歴史的な価値対立が生ずる今日において「多文

化社会・多元的価値社会における表現の自由」を探ることを大きな問題意識とし、近時注目を集める「憎悪扇動表現」

（ヘイト・スピーチ）の問題を取り上げ、特にイギリス法におけるその取り扱いを論ずるものである。イギリスは、

わが国と同様に国際人権規約（自由権規約）および人種差別撤廃条約を批准しているだけでなく、欧州共同体（ＥＣ）

・欧州連合（ＥＵ）や欧州人権条約の加盟国であり、また、１９９８年人権法により人権条約が国内法化され、国内

裁判所において国際人権条約が一定の範囲で適用されるようになっている。イギリスは、特に憎悪扇動表現規制に関

して、古くはコモン・ロー上の扇動罪など長い歴史的な経験を有し、現在では人種、宗教、そして性的指向に基づく

憎悪扇動を取り締まる法規定を持つなど、憎悪扇動の規制と表現の自由とのバランスについて多くの検討素材を与え

るものである。そこで、本論文は、第１章で、議論の前提としてイギリスにおける表現の自由の一般論を概観し、第

２章で人種的憎悪扇動罪、第３章で宗教的憎悪扇動罪、第４章で性的指向に基づく憎悪扇動罪について、それぞれ歴

史的経緯や法の変遷、そして規制についての議論を紹介・分析し、第５章で、わが国における憎悪扇動表現規制の問

題を検討している。 

 第１章「イギリスにおける表現の自由」では、まず、成文憲法典がないため憲法上に明記された人権規定のないイ

ギリスで伝統的にとられてきた市民的自由の概念について説明し、法によって禁止・規制されていないことは自由に

なしうるという「残余としての自由」という考えが基本であったことを指摘する。次に、イギリスは第２次大戦後欧

州人権条約に加入したが、国際法と国内法の二元主義に立っていたため同条約は国内裁判所では適用されなかったと

ころ、１９９８年の人権法は欧州人権条約を国内法化し、国内裁判所が国内法の条約適合性を審査できるようになっ

た。ただし、議会主権の原則との関係で、議会制定法など一次立法については、条約に反する場合でも裁判所は「不

適合宣言」をできるにとどまりこれを無効とすることはできない。本論文は、このような人権法の仕組みを詳しく説

明している。 

 第２章「イギリスにおける人種的憎悪扇動表現規制」では、まず、そのコモン・ロー上の扱いを見た上で、１９３

６年公共秩序法、１９６５年人種関係法、１９７６年人種関係法等に触れ、人種的憎悪扇動表現に対する法的規制の

展開を跡づける。これらの法律では、治安紊乱発生の蓋然性の要件や人種差別扇動意図の要件が必要かどうかが重要

な争点であった。これらの法律の展開を受けて、また、関連する他の法律を一本化するために制定されたのが１９８

６年公共秩序法であった。同法は、詳細に要件を定めて人種的憎悪扇動行為を処罰しているが、訴追するためには法

務総裁の許可が必要とされている点、宗教的憎悪扇動が対象とされていない点、一定の私的な場所における言動も処

罰対象とされている点などが特徴であり論点である。 

 第３章「イギリスにおける宗教的憎悪扇動罪」では、まず第１節で、コモン・ローにあった神冒涜罪に関する判例

の展開を追う。同罪は国家権威を守るためのものであり、同罪による保護対象は英国国教会を中心とするものであっ

たとされる。第２節では、１９９８年人権法制定以前に欧州人権委員会ないし欧州人権裁判所に申し立てられた同罪

に関する３つの事件を紹介・分析する。最初の２つの事件で人権委員会は、市民の宗教的感情の保護などを理由とし

て申立不受理とし、第３の事件で欧州人権裁判所は、宗教感情の保護などを理由として、表現の自由を保障する欧州



人権条約１０条に違反しないと判断した。第３節では、イギリス国内における宗教的憎悪扇動罪の制定と神冒涜罪の

廃止に関する議論が紹介され、神冒涜罪は時代錯誤であること、成立要件が不明確であること、キリスト教にしか適

用されない点で不平等であること、欧州人権条約と適合しないことなどを理由とする廃止論などに言及される。その

ような議論がある中で２００６年に宗教的憎悪扇動罪が制定された。同法では、人種的憎悪扇動罪と異なり、「威嚇

的」な言動だけが処罰の対象であり、「罵倒的」または「侮辱的」な言動は対象とされていないことが特徴のひとつ

である。そして、第４節で２００８年の神冒涜罪の廃止に至る経過が述べられる。本論文は、宗教的憎悪扇動罪につ

いて、規制対象を「威嚇的」表現に限定し、また、表現の自由を保護するための規定を置いた点を評価している。 

 第４章「イギリスにおける性的指向に基づく憎悪扇動罪の創設」では、第１節で、１９５７年のWolfenden報告など

を契機として同性愛行為の非犯罪化がなされたこと、また、１９９０年代の同性パートナー保護の判例や２００４年

のシヴィル・パートナーシップ法制定の経緯や内容を紹介し、２０１０年平等法などによる雇用関係等における性的

指向による差別の禁止について叙述する。第２節では、性的指向に基づく憎悪扇動罪について、制定に至る経緯や議

論、そして、２００８年に成立した同罪の内容を紹介・分析する。同罪は、上述の宗教的憎悪扇動罪に性的指向に基

づく憎悪を追加する形で成立したが、同性愛者等の保護と同性愛に反対する信仰に基づく表現の自由とのバランスが

重要な論点であったという。 

第５章「日本における憎悪扇動表現の現状」は、わが国も批准する国際人権条約が加盟国に憎悪扇動表現の規制を

求めている点が論じられる。わが国は、戦争宣伝や人種的憎悪の唱道等の禁止を求める自由権規約２０条には留保を

付さず批准し、他方、人種的憎悪思想の流布等の処罰を求める人種差別撤廃条約４条には批准に際して留保を付して

いるが、これらについての日本政府の見解を分析する。そして、破壊活動防止法３９条・４０条など扇動表現にかか

る現行法を取り上げ、関連する判例を分析している。その上で、憎悪扇動罪の導入可能性を検討するため、わが国の

既存の学説を紹介し、さらに近年の京都朝鮮学校事件判決の分析に及んでいる。本論文は、結論として、現在のわが

国では憎悪扇動問題に対して表現の規制によって対応する必要はなく、教育によって対応すべきであると述べる。 

さて、以上要約した本論文の意義として次の点が挙げられる。まず、近年、先進諸国において重大な社会問題であ

る特定の人種等に対する憎悪表現の問題を主題とし、これに対する法的規制について豊富な経験を有するイギリスを

取り上げ、その法規制の変遷を丹念に跡づけ分析したことである。法規制の変遷は、イギリスが国内情勢の変化や従

来の法規制に内在する問題に対処しようとする試行錯誤の過程であり、ここに憎悪扇動の法規制に伴う諸論点を見い

だすことができる。また、比較法的に見ても、イギリスは、ナチス・ドイツをより直接的に経験した欧州大陸諸国ほ

ど厳しい規制を人種差別的表現に課していない反面、アメリカ合衆国のように表現の自由の強い保障のゆえに憎悪扇

動表現の規制を難しくしているわけでもなく、独自の姿勢を示しており、イギリスにおける憎悪扇動表現規制に関す

るわが国における先行研究が比較的少ないこともあって、研究対象として重要である。さらに、従来、成文憲法典を

持たない国として知られてきたイギリスで、１９９８年人権法により、欧州人権条約を根拠として、公権力による人

権侵害を裁判所が審査することができるようになった状況の一端を捉えたという意味でも、本論文には価値がある。 

 もっとも、本論文にはさらなる論究を望みたい箇所がいくつかある。まず、第１章に関して、イギリスの伝統的な

自由の観念は「残余の自由」であったとされるが、これと、人権条約など法典に個別に列挙された権利との関連を深

く解明してほしかったところである。関連して、アメリカやわが国の憲法学では表現の自由の基本的な価値ないし機

能として個人の自己実現や民主制過程の保全などが指摘されるが、この点をイギリスではどう理解しているのかも明

らかにされておらず、この点は憎悪扇動表現規制の当否を判断する上で重要であるだけに、物足りなさがある。さら

に、人種差別等への対応策として重要であるはずの各種の差別禁止立法について、第４章で性的指向に関して言及さ

れるにとどまっているが、イギリスにおける差別禁止立法のより総体的な紹介があれば、憎悪扇動表現規制の社会的

意義・機能もさらに明確になったであろう。 

 とはいえ、総じて、憎悪扇動表現ないし人種等に基づく差別表現に対する規制に消極的であるわが国の法制度に対

して、本論文は、結論的には憎悪扇動罪の新設には賛同しないものの、考えるべき多くの論点を示したものであって、

わが国の憲法学および国際人権法学における表現の自由の問題についても、また差別撤廃政策についても、理論的に

寄与する潜在力は大きいと思われる。 

 以上、本論文は、緒論および結論を伴い、論理的整合性、高いオリジナリティ、学問的理論への重要な貢献といっ

た面で十分な学術的価値を有しており、学位申請者が自立的かつ主体的に取り組んだ研究の成果であると認められる。

また、本論文には剽窃がないことを確認した。

よって、論文審査担当者（審査委員）３名一致の意見として、学位申請者に博士（法学）の学位を授与することが

相当であると判断する。                                   （以上） 


